
別紙２ 

 

「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」（平成４年 12 月 21 日付け衛水第 270 号） 

 

改正後（新） 改正前（旧） 

（前略） 
記 

１ （略） 

 

２ 水質検査に関する事項 

(1) （略） 

(2) 水質検査に係る計画の策定については、水道事業者等の現状を踏ま

え、以下の事項に配慮すること。 

① 水道事業者等は、水質検査を行うために必要な検査施設を自ら設置

しなければならないものであること。ただし、地方衛生研究所等の地

方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者

に委託する場合はこの限りでないこと。 

②、③ （略） 

 

３、４ （略） 

 

 

別表第１～別表第３ （略） 

 

別表第４ 

番号 項目 目標値 (mg／L) 

1～26 （略） （略） 

27 有機すず化合物 0.0006（暫定値）注１） 

28～48 （略） （略） 

49 要検討ＰＦＡＳ 注２） ― 

注１）トリブチルスズオキサイドの目標値 

（前略） 
記 

１ （略） 

 

２ 水質検査に関する事項 

(1) （略） 

(2) 水質検査に係る計画の策定については、水道事業者等の現状を踏ま

え、以下の事項に配慮すること。 

① 水道事業者等は、水質検査を行うために必要な検査施設を自ら設置

しなければならないものであること。ただし、地方衛生研究所等の地

方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託する場

合はこの限りでないこと。 

②、③ （略） 

 

３、４ （略） 

 

 

別表第１～別表第３ （略） 

 

別表第４ 

番号 項目 目標値 (mg／L) 

1～26 （略） （略） 

27 有機すず化合物 0.0006※（暫定値） 

28～48 （略） （略） 

49 ペルフルオロヘキサンスルホン酸（ＰＦＨｘＳ） ― 

※トリブチルスズオキサイドの目標値 



注２）49 の項の「要検討ＰＦＡＳ」は、ペルフルオロブタンスルホン酸（ＰＦＢＳ）、ペ

ルフルオロヘキサンスルホン酸（ＰＦＨｘＳ）、ペルフルオロブタン酸（ＰＦＢＡ）、ペ

ルフルオロペンタン酸（ＰＦＰｅＡ）、ペルフルオロヘキサン酸（ＰＦＨｘＡ）、ペルフ

ルオロヘプタン酸（ＰＦＨｐＡ）、ペルフルオロノナン酸（ＰＦＮＡ）、ヘキサフルオロ

プロピレンオキシドダイマー酸（ＨＦＰＯ―ＤＡ）の８物質である。 

 

別表第５、別表第６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

別表第５、別表第６ （略） 

 

 


